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差出⼈:   
送信⽇時: 2018年7⽉17⽇⽕曜⽇ 16:20
宛先:
ＣＣ:   

       
件名: 【⽇本通信】今後の協議の優先順位について

株式会社 NTT ドコモ 

  

いつも⼤変お世話になっております。 

⽇本通信 です。 

先⽇は⾳声卸サービスの要望について事前のご相談をさせて 

いただきありがとうございます。 

協議の際にご指摘頂きました、今後の協議の優先順位について、 

次の順序で検討して頂きたくお願い致します。 

１．      卸料⾦定額プランの MVNO への提供について 

２．      最低契約数に関する条件の⾒直しについて 

（第 3 種卸 FOMA サービスと卸 Xi サービスの統合などによる卸サービス最低契約回線数など
の条件の⾒直し） 



2

３．      上記１の提供が難しい場合、秒課⾦ベースの卸契約並びに着信接続料の還元について 

４．      HLR/HSS 連携 

早急に 1 番⽬の卸料⾦定額プランの MVNO への提供をお願いする要望書を作成しお送りさせて頂
きますのでご検討よろしくお願いたします。 

何卒よろしくお願い致します。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
日本通信株式会社

 

〒105‐0001 東京都港区虎ノ門 4‐1‐28 
虎ノ門タワーズオフィス
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声卸料金を下げる余地があるのではないか。 

・ 実態としての音声の利用者料金は、割引サービスの利用の実態がわから

ないと検証できない。各社は、経営情報だというが、政策に必要なデータ

は、総務省や委員限りで提出し、政策議論を深めるために協力してほしい。 

・ 長期増分費用方式に関する検討では、守秘協定を結んで、LRICモデルを

構築するというやり方を続けてきた実績もあるため、十分可能だと思う。 

・ 音声卸料金の高止まりは規制がないと競争阻害性が高まることの証左。

実質的な料金が音声卸料金を下回っている場合は制度についての議論も

開始する必要があるのではないか。 

・ プライススクイーズが事実であれば競争政策上問題であり、速やかに対

処する必要がある。アクセスの均等化を目指すという方向かと思う。

(3) 対応の方向性

音声卸料金は約10年に渡り見直しが行われていない例があるが、その間に、

利用者料金については、定額制料金や準定額制料金の設定、料金割引の設定等

が増えてきているなど変化が生じている。MNOが利用者に対して音声役務を提

供する際の実質的な料金が音声卸料金を下回る場合には、音声役務について

MNOとMVNOとの間の公正な競争が期待できない。この点に関しては、一部の携

帯電話事業者からは見直しの意向が示されているところ、音声卸料金の設定

に当たっては、割引や定額によるもの等を含めた実質的な利用者料金との関

係において公正な競争を阻害しない水準とする必要がある。 

そのため、まずは現行制度の下で、音声役務を提供する際の実質的な利用者

料金の水準と音声卸料金の水準について、利用者料金から「料金収入」を算出

し、音声卸料金から「費用」を算出した上で、両者の比較を行う等の方法によ

り、検証を行うことが適当である。 

具体的には、MNOから、音声料金プランごとの契約者数、音声通話時間、収

入等必要なデータの提供を求め、総務省において速やかに検証を行うべきで

ある。 

また、MNOは、自社のユーザに対し定額制料金や準定額制料金を設定してい

るが、MNOがMVNOへ提供する音声卸役務は、従量制料金のみとなっている。こ

の料金設定が、MVNOにおける定額制料金や準定額制料金の設定を実質的に困

難にするものであるか等、MNOとMVNOとの間の公正な競争環境の確保の観点か

ら検討が必要である。 





日本通信協議議事録 

【日時】 

平成 21年 12月 15日（火） 17：00～18：00 

【出席者】 

日本通信株式会社     

ドコモ 企画調整室    

【目的】 

◆音声卸について接続への移行を前提とした AC水準での提供要望に対するドコモからの回答。

【議事】 

■音声卸について
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D) 卸として、ドコモユーザとみなして、料金設定とか料金精算とか行うといったやり方で着信を行

うか、あるいは一切着信を行わないか、３つめは全ての発側交換機に手を入れて全て相互

接続として行うかだ。 
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■まとめ 
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日本通信協議議事録 

【日時】 

平成 21年 12月 22日（火） 17：00～18：00 

【出席者】 

日本通信株式会社     

ドコモ 企画調整室    

■音声卸について
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D) 一番簡単なのは、着は卸にして交換機に一切手を入れない。ただし、発信事業者からはド

コモ着に見えるので、ドコモが料金設定を行い、日本通信には収入は入らない。これが嫌だ

というのであれば、相互接続として交換機を持って日本通信を経由してドコモに着信する。

その場合には発側事業者に全部交換機に手を入れてもらう。後者が相互接続として正し

いと考える。ただし、発側事業者に大規模に手を入れて、日本通信のユーザと認識する形

に開発はどうしても必要となる。 
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